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明智光秀ゆかりの地
山県市ふるさと栗まつり

国道・県道における通学路の安全対策のため、13カ所の信号交
差点に防護柵を整備します。

山県高校の南校舎整備とエアコン設置 1億8,000万円

1年で1番山県市が
盛り上がる1日

山県市内の県有施設の改修工事や通学路の安全対策が進みます

防災の要総務委員会副委員長として
大規模災害に備えた防災力の強化に
努めていきます。

岐阜県立三光園と幸報苑の外壁改修工事や内装木質化工事等
1億3,300万円　　※平成29年度から令和元年度間山県警察署整備 1億600万円



岐阜県議会定例会
中学校部活動における複数校合同チーム編成と

中体連東海大会以上の大会出場資格の緩和について

複数校合同チームとは
　中体連が定める『全国中学校体育大会複
数校合同チーム参加規程』に定められてい
る7競技にて公式戦に出場できる部員数を
下回った場合に複数校合同チームを編成す
る事が可能となります。

［複数校合同チームが認められている競技］

バスケットボール：5人・サッカー：11人
バレーボール：6人・ハンドボール：7人
軟式野球：９人・ソフトボール：9人・
アイスホッケー：11人

　例えば、バレーボールの場合A校6人B校5人であればA校とB校の複数校合同チームを編成する事が可
能となります。又、A校5人B校5人と、どちらの学校も部員数を下回った場合も編成は可能となります。
又、規程の中では両校に部活動の設置が必要となります。

　第4回岐阜県議会定例会にて一般質問に登壇し
て、中学校部活動の支援に向けた提案をさせて頂
きました。
　生徒減少期の中で各中学校での部活動の維持が
困難なケースも見受けられます。生徒の減少とと
もに生徒が希望する部活動の多様化やクラブチー
ムなど学校外での取組みが増加し、小規模校では、
生徒が希望とする競技や小さい頃から続けてきた
競技を部活動として、続ける事ができない中学校
もあります。
　小規模校の中学生でも高い目標を持ち挑戦する機会を守りたいとの考えから『中学校部活動の複数校
合同チームの規程緩和』や『日本中学校体育連盟東海大会以上の出場資格緩和』について提案をさせて頂
きました。
　1校の部活動で大会出場資格に定める部員数を満たす事ができない場合は2校以上の学校で『複数校合
同チーム』を編成して出場する事ができます。

　今年度は中体連が定める複数校合同チームで出場したチームが県大会で優勝するなど小規模校でも高
い目標の実現に向けた取組みが進みつつあり、小規模校に大きな希望を与えました。
　そして、今年度より部活動の維持や大会出場が困難なケースを勘案し、『選手ファースト』の観点から
バレーボール競技に関しては複数校合同チームの規程を緩和し、『特例での合同チーム』にて中体連岐阜
県大会への出場を認める判断がなされました。
　そして、この規程の緩和により市内中学校のバレーボール部は特例での合同チームにて岐阜県大会に
出場して4位に輝く事が叶いました。
　本来であれば岐阜県大会で4位ですと東海大会に出場する
権利がありますが、残念ながら岐阜県大会での特例規程によ
る複数校合同チームですので、東海大会への出場資格はある
ものの出場は叶いませんでした。
　年度当初に規程に沿った合同チーム編成を行えば東海大会
への出場はできましたが、同様なケースが起きないためにも
複数校合同チーム規程緩和や中体連東海大会以上の出場資格
の緩和が必要となります。

答弁

質問
　複数校合同チーム編成緩和についての県としてのご所見と中体連東海大会以上の
大会出場に向けた今後の働きかけについてお考えをお聞かせ下さい。

教
育
長

　『部活動を設置できない小規模な学校の生徒であっても参加させてほしい』という声を受

け、県大会に限り合同チームとしての参加が認められました。

　しかしながら、議員ご指摘の通り、このチームが上位入賞しても東海大会へは出場でき

ないことを、あらかじめ、学校から生徒や保護者に丁寧に説明し、理解して頂く必要があっ

たと考えます。

　このため、県教育委員会としては、県の連盟と連携し、国や日本中学校体育連盟に対して、

県と同様に緩和措置を検討するよう、働きかけるとともに、生徒や保護者に対して、合同チー

ムの編成条件についての理解が徹底されるように、各学校へ指導してまいります。

図 2. 令和元年度よりスタートした特例規程による複数校合同チーム

A校
バレーボール部設置
部員数：6人

A校・B校特例による合同チーム成立
※両校とも部員数が不足している場合や両校とも部活未設置でも成立し大会にも出場できます。

B校
バレーボール部未設置

部員数：5人
※規程部員数不足

※規程部員数不足

B校
バレーボール部設置
部員数：5人

A校
バレーボール部設置
部員数：6人

A校・B校複数校合同チーム成立
※両校とも部員数が規程人数を下回っている場合も成立します。

図 1. 複数校合同チーム

一般質問

複数校合同チームの規程緩和へ
　令和元年度は『バレーボール』にて特例の合同チームが認められました。今後も多くの生徒が大会

に参加できるように、中体連が定める複数校合同チーム規程の種目拡大や編成条件の緩和をしてい

きます。

全国中学校体育連盟東海大会・全国大会出場資格の緩和要請へ
　今後は規程緩和した合同チームでも中体連東海大会や全国大会に出場ができるように岐阜県とし

て、『国（スポーツ庁）に全国中学校体育大会複数校合同チームの参加規程の緩和の要望』をさせて頂

き出場資格緩和に向けて動き始めました。


